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設

苑

諸
閣
の
自
作
農
創
定
事
業

第
十
九
巻

(
第
一
抗
一
一
六
)

占，、

言語

矛E

諸

岡

の

自

作

農

創

定

事

業

河

田

嗣

夏E

自
作
農
創
定
事
業
は
、
我
闘
に
於
て
は
つ
い
此
頃
に
な
っ
て
緊
要
の
時
事
問
題
た
る
に
至
っ
た
が
、
欧
洲
諸
国

に
在
つ
て
は
、
か
な
り
古
く
よ
h
賀
行
せ
ら
れ
、
今
日
迄
に
既
に
相
賞
な
成
績
を
車
中
げ
ロ
の
が
少
(
な
い
。
尤
も

事
業
は
随
分
困
難
な
性
質
の
も
り
で
あ
り
、
莫
大
な
経
費
を
要
す
る
さ
同
時
に
長
吉
年
月
の
閉
じ
徐
々
に
之
を
行

ふ
の
で
な
〈
て
は
、
速
急
に
は
成
就
さ
れ
難
い
仕
事
で
あ
る
か
ら
、
諸
闘
の
先
例
は
何
れ
も
成
功
や
失
敗
や
頓
挫

や
援
真
ゃ
を
示

L
て
居
る
が
、

古
も
か
〈
品
位
進
者
の
委
考
ご
怨
す
に
足
り
る
。

若
し
自
作
農
創
建
事
業
の
意
味
を
庚
〈
解
蒋
し
て
、
北
海
道
拓
殖
の
事
業
の
如
き
も
、
園
内
殖
民
事
業
ご
し
て

自
作
農
主
義
を
目
標
ご
し
て
行
は
る
、
も
の
た
る
限
り
、

や
は
り
こ
れ
一
積
の
自
作
農
創
定
事
業
江
主
す
る
な

ら
ば
、
我
闘
に
在
づ
て
も
今
日
ま
で
に
相
営
豊
富
な
経
験
の
積
ま
れ
た
も
の
正
せ
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
我
園

・4
u
F

テ
レ
目
、
ヨ
ロ
-
-

の
こ
の
質
例
は
暫
〈
扱
き
に
し
て
、
惑
に
は
之
を
論
壱
な
い
こ
Z
じ
す
る
が
、
た
N
Y

濁
逸
に
行
は
る
、
闘
内
植
民



ザ
チ
一
宮

ν

事
業
に
り
は
、
其
の
意
義
純
粋
な
毛
自
作
農
創
定
事
業
に
蛍
ら
争
記
も
、

之
を
純
粋
の
自
作
農
創
定
事
業
の
質
例

ご
併
せ
て
敦
究
す
る
一
」
之
の
別
使
多
か
る
べ
き
を
信
性
ざ
る
を
待
な
レ
。
而
し
て
蕗
仁
純
粋
な
る
自
作
曲
民
創
定
事

業
-
乙
い
ふ
は
、
図
家
の
援
助
の
下
に
小
作
人
を
し
て
農
地
を
買
放
せ
し
め
、
之
を
化
し
て
自
作
農
民
た
ら
し
む
る

も
の
之
で
あ
る
o

比
り
意
味
に
於
り
る
自
作
農
創
定
事
業
ご
し
て
は
、
愛
蘭
土
に
行
は
れ
た
る
も
の
が
、
先
づ
会

考
に
資
す
る
に
値
す
吉
田
ω
は
る
、
が
故
に
、
第
一
番
に
之
を
叩
い
で
見
る
こ
ご
に
す
る
。
究
に
英
蘭
士
、
濁
逸
等

に
及
h
A

珠
定
で
あ
る
。

尤
も
蕊
に
窺
は
ん
ご
す
る
は
、
諸
国
に
行
は
れ
た
る
所
を
漏
な
く
探
究
し
て
、
又
一
々
詳
細
に
共
の
事
業
の
組

立
や
賀
行
方
法
や
成
績
等
仁
捗
ら
ん
ご
す
る
の
で
は
な
い
。
ヌ
を
は
必
す
し
も
嘗
今
現
に
行
は
れ
つ
、
あ
る
も
の

た
る
を
要
せ
な
い
。
曾

τ行
は
れ
h

い
る
も
の
七
る
吉
、
現
に
行
は
れ
つ
、
あ
る
も
の
た
る
ご
を
問
は
や
、
荷
も
他

山
の
石
Z
し
て
積
債
ゐ
h
'
t
認
め
ら
阜
、
も
の
仁
就
い
て
、
其
の
概
要
を
窺
ひ
、
其
の
骨
子
を
惇
へ
ん
ご
す
る
仁

過
ぎ
ぬ
。

第

愛
蘭
土
の
自
作
農
創
定
事
業

一
愛
蘭
土
農
地
購
入
法
沿
革

愛
蘭
土
仁
一
於
け
己
農
業
紋
態
の
甚
ロ
宜

L
か
p
h

ぎ
る
こ
さ
は
間
知
の
事
賞
で
あ
る
。
特
に
小
作
人
の
境
遇
劣
慈

前

列

諸
問
。
自
作
農
創
定
事
業

第
十
丸
血
せ

(
第
一
統
一
一
七
)

七



設

第
十
九
巻

(
第
一
一
明

y、

λ 
) 

苑

諸
園
田
自
作
農
創
定
事
業

に
し
て
土
地
制
度
の
上
ご
農
業
組
織
の
上
己
に
於
て
‘
大
い
な
る
改
革
の
必
要
ご
せ
ら
る
る
は
、
夙
に
認
め
ら
れ

た
る
所
で
め
っ
て
、
其
の
改
革
策
ご
し
て
小
作
人
に
農
地
を
購
入
す
る
機
曾
ご
便
宜
ご
を
得
せ
し
め
、
こ
れ
を
白

作
農
Z
柏
崎
さ
ん

Z
す
る
方
策
は
、
早
〈
よ
り
貴
行
せ
ら
る
、
所
ご
な
っ
た
。
即
ち
士
地
買
牧
法
に
依
て
買
牧
さ
れ

た
る
土
地
を
年
賦
償
却
の
方
桧
を
以
て
小
作
人
に
買
取
ら
し
む
る
も
の
こ
れ
で
あ
っ
て
、
所
謂
臼
作
農
制
定
方
策

な
h
，
記
す
る
。

愛
蘭
土
に
於
け
る
此
山
方
策
は
、

一
入
六
九
年
の
図
立
数
曾
廃
止
候
A
T
、

一
入
七

O
年
及
一
入
入
一
年
の
土
地

保
A
T
中
に
小
作
人
を
し
て
土
地
を
買
牧
せ
し
む
る
た
め
、
愛
蘭
政
府
は
其
資
金
の
貸
付
h
f
匁
す
そ
得
る
同
町
内
規
定

の
設
け
ら
れ
た
る
よ
b
始
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
此
等
の
規
定
の
下
に
在
つ
て
は
、
農
地
を
購
入
せ
ん

Z
す
る
者
は
葉
の
購
入
金
の
一
部
分
ば
現
金
を
以
て
自
ら
こ
れ
を
調
達
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
芭
に
な
っ
て
居
た

の
ご
、
叉
嘗
時
一
般
の
政
妖
甚
だ
不
安
で
前
途
如
何
に
な
り
行
〈
か
の
計
り
難
き
も
の
あ
っ
允
怨
め
に
、
農
民
に

し
て
多
〈
之
れ
に
嬢
て
土
地
の
購
入
を
せ
ん
ご
す
る
者
が
な
か
っ
た
。
試
に
其
の
成
績
を
窺
っ
て
見
る
に
、
右
三

僚
令
の
下
に
於
り
る
購
買
者
数
、
面
積
、
貸
付
金
等
各
々
左
表
の
如
、
き
有
様
で
あ
る
。

積
英
町

a

・

勝

貸

旬

金

調
町

一
.
六
七
回
、

λ
四
一

宜
一
阿
.
五
三
六

二
回

0
.
λ
O
一

二
.
凹
=
一

0
.
一
七

λ

五
二
、
九

O
六

二
七
、
二
五
三

λ
0
、一

E
C

償
還
年
間
[
金

E
一ニ一一-

口
一

七! 六貝
大|七 λO
プミ l三七五
五 1一七』七人者

国

償

翠

年

二年町

λ

六

九

年

λ

七

O
年

λ
λ

一
年

五
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其
後
一
人
入
五
年
、

一
八
入
七
年
、

一
入
九
一
年
等
の
保
A
T
を
見
、
土
地
購
入
者
の
支
抑
ふ
・
へ
き
年
賦
金
の
率
J

は
四
%
に
引
下
げ
ら
れ
、
償
還
年
数
は
前
二
候
A
T
に
於
ー
は
四
十
二
ヶ
年
に
延
長
せ
ら
れ
、
更
に
後
の
傑
A
T
に
於

て
四
十
九
ヶ
年
に
延
長
し
、
小
作
人
は
法
定
小
作
料
よ
り
も
二
割
以
上
少
き
年
賦
金
を
支
那
ひ
て
五
十
年
足
ら
A
Y

に
て
土
地
の
永
代
的
使
用
擦
を
獲
る
ニ
正
、
せ
ら
れ
た
。
斯
く
て
絡
に
一
九

O
一
二
年
に
及
む
で
・
7

4
ン
ダ
ム
傑
令

の
会
布
を
見
る
ニ
己
、
な
り
、
弦
に
愛
蘭
土
の
農
地
購
入
制
は
、
一
新
紀
元
を
迎
ふ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

一
入
七

O
一
年
よ

h
一
九

O
三
年
に
至
る
総
成
績
を
見
れ
ば
、
農
地
購
入
者
数
{
小
作
地
数
)
七
三
、
入

O
六
で
共

の
面
積
一
一
、
五

O
八
、
七
九
一
英
町
に
及
び
、
政
府
の
貸
付
金
二
四
、
七
七
入
、

O
四
六
跨
に
上
っ
た
。

愛
蘭
土
の
土
地
購
入
制
が
一
九

O
三
年
に
於

τ新
紀
元
を
匁
す
に
至
っ
た
の
は
、
商
亜
戦
容
の
結
果
愛
蘭
土
仁

於
け
る
政
治
上
並
び
に
綴
務
上
の
朕
況
甚
だ
危
調
を
呈
す
る
に
至
h
、
従
来
の
如
き
土
地
政
策
を
以
て
し
て
は
到

底
農
業
問
題
を
解
決
す
る
に
足
ら
示
、
今
少
し
〈
踏
込
み
た
る
方
策
の
質
施
を
必
要
ご
す
る
に
至
っ
た
炉
ら
で
あ

る
。
郎
も
此
の
要
求
は
一
九

O
三
年
の
初
に
行
は
れ
た
る
地
主
及
小
作
人
大
舎
に
依
て
提
唱
せ
ら
れ
、
政
府
は
其

機
を
失
せ
歩
悶
務
大
臣

。。。片岡
O
J
2
E品
『
山
富

氏
の
提
案
に
依
て
新
土
地
法
を
制
定
す
る
運
び
に
取
怒
り
、
所
説

ク
イ
ジ
グ
ム
法
(
凶

何
色
巧

〈口

n
F
-
q
)

の
制
定
を
見
る
仁
至
っ
た
の
で
ゐ
る
。
号
し
て
新
法
は
小
作
人
に
封

す
る
貸
付
金
償
還
年
齢
軌
を
六
十
八
年
宇
Z
L
利
子
歩
合
二
三
一
回
似
償
還
元
金
二
二
栃
ご
定
め
、
貸
付
の
鋳
め
に
一
億
務

が
用
意
せ
ら
る
、
ニ
正
、
し
た
o

主
(
の
賀
行
機
関
ご
し
て
は
従
来
の
土
地
委
員
舎
に
併
せ
て
一
-
一
名
の
所
有
地
委
員

鼠

要E

九

諸
圃
白
自
作
農
制
定
事
業

(
第
一
腕
一
一
九
)

第
十
九
巻

ν 
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詑

宛

O 

諸
問
由
自
作
農
創
定
事
業

第
十
九
巻

{
第
一
一
揖
一
二

O
)

(開

ω
z
g
n
c
E
E
S
F
E
E
)
を
設
け
、
地
主
吉
小
作
人
ご
の
農
地
質
買
契
約
に
奥
は
ら
し
め
、
主
(
の
債
格
の
決
定

を
行
は
し
む
る
こ
吉
、
、
な
っ
た
。
又
新
訟
は
地
主
に
土
地
の
頁
却
eT
抽
出
糊
す
る
た
め
、
土
地
代
金
以
外
仁
そ
の
一

割
二
分
の
奨
励
金
を
交
付
す
る
こ
ど
、

Lhι
。
筒
叉
土
地
代
金
は
従
来
公
債
を
以

τ支
梯
ふ
を
許
さ
れ
た
る
を
底

め
て
現
金
梯
ご
す
る
ニ
正
、

L
、
以
て
ポ
ア
戟
宇
の
結
果
詮
券
間
関
格
の
下
落
せ
る
よ
り
来
る
影
響
を
兎
れ
し
め
ん

芭

L
た
の
で
あ
る
。

駐
日
一

λ
八
一
年
白
土
地
法
に
於
て
制
定
さ
れ
た
る
土
地
委
員
脅
及
び
一
九

O
三
年
目
土
地
法
に
依
て
附
加
特
ら
れ
た
る
所
有
地
委
員
は
、
其
白
組

織
に
於
て
も
摺
隈
に
於
て
も
、
甚
だ
注
目
に
値
す
る
も
白
が
あ
る
。
特
に
そ
が
地
代
を
公
定
す
る
摺
龍
を
有
L
、
貰
買
地
債
を
決
定
す
る
躍
能
を

有
L
、
地
主
小
作
人
間
白
或
種
白
事
識
を
仲
識
殉
定
す
る
構
龍
を
有
す
る
隼
白
貼
に
於
て
、
一
種
目
特
別
裁
判
所
た
る
が
如
告
性
能
を
右
ナ
る

は
、
最
も
性
意
に
値
ナ
る
所
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
之
に
就
い
て
は
私
仕
他
国
又
政
究
を
重
ね
た
る
上
本
誌
上
に
之
を
諭
C
て
見
た
い
と
思
っ
て

居
る
。

此
の
一
九

O
三
年
の
法
律
は
、
大
い
に
人
気
に
投
じ
て
、
事
業
は
活
気
を
呈
し
た
の
で
あ
つ
だ
け
れ

Z
、
悲

哉
、
同
法
の
寅
行
は
共
後
財
政
上
の
困
難
を
件
ひ
、
甚

H
h
Lき
行
詰
り
を
見
る
に
至
っ
た
縛
め
に
、

一
九

O
九
年

に
は
叉
バ

1
v
y
氏
(
冨
戸
田
宮
内
-
)
の
提
案
の
下
に
土
地
法
の
改
正
を
見
る
こ
吉
、
な
っ
た
。
此
の
改
正
法
に
於

て
は
、
地
主
に
劃
す
る
土
地
代
金
の
支
梯
は
再
び
会
僚
に
よ
る
ニ
正
に
復
奮
し
、
(
三
分
利
附
日
官
僚
)
購
買
者
の
支

挽
ム
ペ
主
償
還
年
賦
金
の
率
を
三
一
一
二
川
切
に
増
加
!
、
償
還
年
限
を
六
十
五
年
に
短
縮
し
、
又
地
主
仁
支
抑
は
る
、

奨
励
金
は
土
地
金
額
の
増
加
す
る
に
従
っ
て
之
を
遊
滅
す
る
こ
ど
、
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

τ注
意
す
べ
き
こ
ぜ

Martells， a. a. O. S. 91 fg. 
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は
、
新
法
仁
よ
り
土
地
委
員
は
土
地
会
用
強
制
買
収
を
行
ひ
得
る
権
限
を
賦
奥
せ
ら
れ
た
ニ

Z
で
あ
っ
た
。

右
一
九

O
二
一
年
の
ク
イ
ン
グ
ム
法
正
一
九

O
九
年
の
バ

l
v
y
法
ご
は
其
の
大
館
の
主
旨
仁
於
て
異
る
所
な

く
、
手
緩
に
関
し
て
は
殆
ん
戸
一
同
一
で
あ
っ
て
、
爾
来
大
戦
時
に
至
る
ま
で
寅
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
0
(
戦
後
そ
の

改
E
を
見
た
る
や
否
や
、
私
は
ま
だ
之
を
知
り
得
な
い
O
)

一一
一九
O
一
二
年
の
土
地
法
に
よ
る
農
地
購
入

一
九

O
三
年
改
正
の
土
地
法
に
依
て
創
設
せ
ら
れ
た
る
土
地
委
員
舎
は
、
土
地
所
有
権
移
轄
の
手
績
、
地
方
々

々
に
於
け
る
過
剰
人
口
の
廃
理
、
放
逐
せ
ら
れ
柁
る
小
作
人
の
呼
戻
等
の
こ
子
ぜ
慮
管
す
る
も
の
Z
せ
ら
れ
た
。

そ
し
て
土
地
の
貢
買
移
縛
に
関
し
て
は
、
地
主
に
支
梯
は
る
べ
き
土
地
代
金
の
計
算
は
、
法
定
地
代
を
基
礎
ご
し

て
行
は
る
べ
き
も
の
ご
せ
ら
れ
た
。
然
る
に
土
地
委
員
曾
が
こ
の
所
有
移
鞠
を
行
ふ
に
は
、
三
通
ち
の
場
合
が
あ

る。

一
は
地
主
吉
小
作
人
吉
の
聞
に
直
接
に
責
買
が
行
は
る
、
場
合
で
、

二
は
土
地
委
員
曾
が
こ
れ
を
地
主
よ

h

買
取
b
τ
小
作
人
に
寅
渡
す
場
合
、
三
は
土
地
委
員
曾
が
土
地
判
事
よ
り
買
取
h
て
小
作
人
に
寅
渡
す
場
合
こ
れ

で
あ
る
。

右
三
場
合
に
つ
い
て
見
る
に
、
地
主
吉
小
作
人
吉
の
聞
に
直
接
責
買
の
行
は
れ
る
際
仁
は
、
地
主
は
従
来
の
法

A

廿
の
如
〈
、
土
地
を
一
筆
づ
、
提
供
販
貰
す
る
を
得
す
、
必
宇
一
う
じ
纏
り
た
る
農
地
を
責
却
の
矯
め
に
提
供
せ

第
十
九
巻
(
第
一
韓
三
二
}

既

苑

諮
問
。
自
作
農
創
定
事
業

、/

‘h 

Martens， s. 93. 
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話

苑

諸
岡
田
自
作
農
創
定
事
業

第
十
九
巻

(
第
一
規

) 

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
尤
も
一
つ
に
纏
る
Z

U
ふ
は
一
農
場
ご
し
て
成
立
っ
て
居
る
を
要
す
る
ご
い
v

ふ
誇
で
は
な

〈
、
集
h
纏
っ
た
も
の
で
き
へ
あ
れ
ば
よ
い
。

そ
し

τそ
の
判
定
は
土
地
委
員
舎
が
-
』
れ
を
行
ふ
の
で
あ
っ
て
、

委
員
曾
が
然
り
ご
判
定
し
た
る
場
合
に
限
り
地
主
は
奨
職
金
一
割
二
分
り
交
付
を
受
け
得
る
も
の
ご
す
る
。
そ
し

て
此
の
場
合
に
在
つ

τ
は
土
地
の
法
的
樺
別
に
従
っ
て
、
(
}
昆
一
n
E
-
r。
E
D
m
ω
三
子
E
N
c
m
o
p
』

E
H己
主

}
5
E口
町

ω

o
z包〈
t
N
O
R
P
V
4
0
2
i』
Z
色

n
u
-
r。
-LEmω

ご
に
1
7
ち
取
扱
は
る
、
)
土
地
委
員
舎
は
其
地
の
問
問
格
が
R

公
正
で
あ
る

か
否
か
に
就
き
調
資
を
す
る
場
合
ご
せ

F
る
場
合
ピ
が
あ
る
。

次
に
土
地
委
員
曾
が
地
主
よ
り
土
地
を
買
取
る
場
合
に
は
、
委
員
曾
は
そ
の
地
を
一
筆
毎
に
検
査
L
、
其
の
法

的
関
係
や
債
格
に
至
る
ま
で
一
々
調
査
す
る
。

そ
し
て
債
格
の
調
査
に
閲
L
て
以
前
の
場
合
よ
h
も
自
由
に
-
』
れ

を
行
ふ
。
そ
し
て
地
主
ξ

買
取
る
べ
き
小
作
人
吉
の
聞
に
諌
め
債
格
に
闘
す
る
協
定
ゐ
る
場
合
に
は
、
委
員
舎
は

之
を
基
礎
芭

L
て
査
定
す
る
の
で
あ
る
。
代
田
慣
の
査
定
が
行
は
れ
て
地
主
が
そ
の
債
格
で
貰
る
こ
ご
を
承
諾
す
れ

ば
、
土
地
委
員
曾
は
小
作
人
側
に
資
し
て
そ
の
債
格
で
之
を
買
ム
意
思
ゐ
b
や
否
や
を
確
め
、
小
作
人
の
四
分
三

が
そ
の
意
思
ご
用
意
と
あ
る
旨
を
麓
明
す
れ
ば
、
委
員
舎
は
決
定
的
に
地
主
に
劃
し
て
買
上
を
約
し
、

庚
告
の
後
異
議
の
申
立
な
け
れ
ば
貰
買
は
現
震
に
行
は
れ
、
葉
上
は
委
員
曾
は
其
地
に
劃
し
て
完
全
な
る
蕗
理
権

ニ
ヶ
月
の

を
握
'
り
、
内
地
楠
民
的
方
法
を
以
て
之
を
小
作
人
に
貰
渡
す
の
で
あ
る
。

-
次
に
委
員
曾
が
土
地
判
事
よ
り
農
地
を
買
取
る
場
合
は
.
土
地
が
過
多
負
債
の
た
め
に
土
地
裁
判
所

][hE丘
E凶



何
ω
宮
円
宮
内
。
ロ
ユ
の
所
管
に
移
れ
る
場
合
で
ゐ
っ
て
、
そ
の
手
綬
等
は
前
第
二
の
場
合
に
異
ら
な
い
。

す
べ
て
右
等
の
如
、
き
方
法
を
以
て
行
は
る
、
農
地
の
買
得
岩
の
権
利
に
劃
し
て
は
、
一
九

O
三
年
の
改
正
法
は
「

一
定
の
制
限
を
置
〈
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
制
限
ヰ
し
で
は
、
買
得
者
は
そ
の
年
賦
金
支
梯
の
完
了
せ
ぎ
る
間

は
、
土
地
委
員
舎
の
示
諾
な
〈
し
て
土
地
を
分
割
し
又
こ
れ
を
小
作
に
附
す
る
を
得
な
い
v
o

叉
相
績
の
際
に
も
之

を
分
割
す
る
を
許
さ
守
、
分
割
の
巳
む
を
得
F
る
場
合
に
は
委
員
曾
は
た
い
γ

一
人
に
之
を
責
却
す
べ
き
こ

Z
を
要

求
す
る
を
得
る
。
叉
共
地
を
携
保
ご
し
て

εω
年
賦
金
の
十
位
怖
を
超
ゆ
る
負
債
を
錯
す
を
得
歩
、
叉
三
ク
月
以
内

に
墾
記
さ
れ
た
る
債
務
に
限
b
有
致
ご
認
め
ら
れ
る
の
で
ゐ
品
。

一
九

O
三
年
の
土
地
法
は
、
土
地
の
寅
却
を
奨
附
す
る
こ
さ
に
重
き
を
置
き
事
業
の
謹
捗
を
期
し
北
黙
は
よ
か

っ
た
け
れ

Y
一
、
之
に
要
す
る
国
庫
の
財
政
負
擦
は
か
な
h
多
大
な
る
も
の
で
、

そ
の
た
め
に
絡
に
行
詰
り
を
見
る

に
至
っ
た
。

然
ら
ば
ぞ
の
財
政
の
方
法
如
何
ご
い
ふ
に
、
小
作
人
が
国
庫
よ
ち
借
受
付
て
土
地
代
金
Z
し
て
地
主
に
支
梯
ふ

ぺ
き
資
金
は
、
国
家
が
二
三
四
一
分
利
付
託
公
債
を
英
蘭
銀
行
及
愛
蘭
銀
行
を
し
て
後
行
せ
し
め
て
獲
る
こ

t
z
し
た
。

此
の
R

公
債
の
償
還
は
一
九
三
三
年
以
後
額
面
債
を
以

τせ
ら
る
、
も
の
Z
定
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
此
の
会
償
費
行

に
依
て
獲
ら
れ
た
る
資
金
は
費
行
費
用
を
引
去
り
わ
い
る
絞
同
法
の
下
に
設
定
き
れ
た
る
愛
蘭
土
土
地
購
入
基
金

醗

JIIi 
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貌
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四

同円一

ω
Z
F
E
3
2
E自
己
包
中
に
繰
入
れ
ら
れ
る
。
地
主
仁
謝
し
て
は
此
の
基
金
中
よ
b
現
金
に
て
支
携
は
れ

る
の
で
あ
る
。
土
地
の
購
入
者
は
既
逃

ω如
く
借
入
金
に
謝
し
て
二
三
四
川
刊
の
利
子
を
支
挽
ひ
、
二
一
長
め
一
元
本
償
却

三
共
に
之
を
六
十
人
年
宇
の
年
賦
で
返
納
す
る
の
で
あ
る
。

此

ω計
算
の
立
て
方
を
以
て
す
れ
ば
、
会
債
が
額
面
債
を
以
て
緩
行
さ
れ
て
も
術
ほ
後
行
費
用
行
け
は
国
庫
の

負
携
ぜ
な
る
を
品
目
れ
向
。
然
る
に
賓
際
に
於
て
は
額
面
俊
行
は
困
難

rっ
た
か
ら
、
共
所
に
此
の
財
政
計
主
そ
の

も
の
、
前
途
難
は
横
は
る

」
吉
、
な
っ
た
。
郎
も
最
初
の
一
公
債
は
人
十
七

μで
後
行
さ
れ
た
の
だ
っ
た
か
ら
、
百

困
の
一
公
債
に
つ
き
手
取
入
拾
七
回
に
過
ぎ
な
か
っ
た
c

然
る
に
小
作
人
よ
り
は
地
主
に
支
那
は
れ
た
る
現
金
に
封

す
る
一
三
四
分
の
利
子
し
か
納
入
せ
ら
れ
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
o

そ
こ
で
受
蘭
土
土
地
購
入
基
金
古
し
て
は
、
後

行
さ
れ
た
る
百
国
の
公
債
に
劃
L
ニ
三
九
銭
二
五
の
牧
入
L
か
な
い
の
に
二
七
五
銭
を
支
抑
は
ね
ば
な
ら
凶
次
第

で
、
其
差
賓
に
三
五
銭
七
五
に
及
び
、
尚
一
冗
本
年
賦
償
還
一
一
一
弘
に
つ
い
て
も
之
さ
同
様
の
差
損
が
生
守
る
。
ぞ
れ

に
は
年
賦
一
元
利
金
納
入
の
滞
納
不
納
等
も
あ
る
を
免
れ
難
い
。

こ
の
困
難
を
救
ふ
た
め
に
は
一
入
九
一
年
に
制
定
さ
れ
た
る
保
障
基
金

。EE
D円

2
3ロ
ι
を
再
設
し
て
、
そ

の
援
助
に
待
つ
こ
吉
、
し
た
。
保
障
基
金
は

pu『

F
E
s
t
n
S
E
E問。耳

F
E
E
Z
の
二
部
よ
h
成
る
。
然

る
に
備
は
こ
の
以
外
に
常
初
四
年
聞
は
土
地
開
後
助
成
金
口
号
。
古
市
内
E
E月
の
E
E
よ
り
年
額
五
高
磁
が
愛
蘭
土

土
地
購
入
基
金
中
に
賦
奥
さ
れ
た
の
で
あ
る
。



前
又
土
地
委
員
曾
は
国
債
委
員
命
日

Z
Z
E
ω
二
〕
与
け

(
U
O
B
E
E
Z
5
2
よ
h
二
三
回
分
利
付
を
以
て
資
金
を
借
入

る
る
を
得
記
。
之
は
次
の
一
公
債
馳
現
行
に
よ

h
返
還
さ
る
、
の
で
あ
る
。

右
愛
蘭
土
土
地
購
入
基
金
以
外
に
今
一
つ
の
基
金
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、

号
れ
は
地
主
の
土
地
責
却
奨

岡
島
止
の
セ
め
の
基
金
で
あ
る
o

之
を
土
地
購
入
補
助
基
金

E
E
P
R
E
z
k
r
E
E
E
ご
和
し
化
。
こ
の
基
金

も
亦
二
三
一
四
分
利
付
会
僚
の
拠
出
行
に
依
て
得
ら
れ
化
る
資
金
を
以
て
遺
ら
れ
、

そ
の
最
高
額
を
千
二
百
商
務
ご
し

た
。
然
し
こ
の
奨
励
金
(
土
地
代
債
の
一
割
二
分
)
に
劃
し
て
は
、
士
地
購
入
者
は
岡
よ
り
利
梯
を
し
な
い
の

rか

ら
、
基
金
に
要
す
る
利
子
は
会
費
負
抽
出
た
る
外
は
な
か
っ
た
。

新
く
の
如
く
じ
し
て
、

一
九

O
三
年
の
土
地
法
に
よ
る
財
政
計
霊
は
、
右
雨
基
金
の
損
失
よ
り
保
障
基
金
に
封

し
て
莫
大
の
要
求
の
衡
さ
る
、
を
、
如
何
に
せ
ば
低
減
す
る
を
符
ぺ
き
か
の
困
難
な
る
問
題
に
、
遭
遇
せ

F
る
を

得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
嘗
初
ク
イ
y
ダ
ム
訴
は
一
億
磁
ゐ
れ
ば
土
地
購
入
を
を
部
賞
行
す
る
を
得
べ
し
Z
し
た

の
だ
が
、
賞
際
は
奨
励
金

ω方
を
抜
き
に
し
て
倫
ほ
一
億
六
千
高
磁
を
要
す
る
仕
誼
さ
な
っ
ロ
。
此
額
を
嘗
初
の

方
法
で
賀
行
支
耕
せ
ん
匁
め
仁
は
、
保
障
基
金
は
年
額
七
十
高
乃
至
人
十
宮
内
出
惜
の
補
給
を
行
は
、
さ
る
べ
か
ら
F
る

こ
言
、
な
っ
た
。
然
し
そ
れ
は
到
底
賀
行
困
難
な
こ
古
で
、
図
民
の
租
税
負
擦
を
加
重
し
て
保
障
基
金
の
増
加
を

行
ふ
か
、
土
地
購
入
法
の
改
正
を
行
ふ
か
、
商
岩
其
一
を
選
ぶ
外
な
き
じ
立
至
っ
た
の
で
あ
る
。

話
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(
第
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銃
一
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六
)

プ苦

ー
ー

一九
O
九
年
の
攻
正

一
九

O
三
年
の
法
律
に
依
る
自
作
農
地
の
創
設
は
右
の
如
き
財
政
上
の
困
難
を
伴
っ
た
か

b
、
絡
に
一
九

O
九

年
に
仲
間
律
の
改
正
を
見
る
に
至
っ
た
。
な
・

F
Z
〈
口
-
n
r
ム
N
)

此
の
改
正
法
に
よ
れ
ば
共
の
嘗
峠
向
ほ
買
牧
未

了
の
ま
、
懸
案
に
な
っ
て
居
た
契
約
(
刃
包
E
間
宮
R
E
Z
μ
岡
崎
耳
目
E
Z
)
に
謝
し
て
は
従
前
池
り
三
一
百
分
の
年
賦

金
を
以
て
主
(
の
責
渡
を
行
ふ
も
の
さ
し
、
(
其
額
六
千
六
百
高
碗
)
然
か
も
よ
〈
之
を
質
行
L
得
ん
た
め
に
叉
之
に

件
ム
損
失
を
ば
全
部
例
の
保
障
基
金
の
負
捲
正
す
る
こ
ど
な
か
ら
し
め
ん
た
め
に
は
、
改
正
法
に
よ
る
熔
来
の
買

攻
芭
の
差
額
ご
し
て
生
す
る
損
失
は
、

之
を
剛
一
庫
に
於
て
負
携
す
る
こ
吉
、
し
た
。
然

L
同
時
に
一
九

O
九
年
九

月
十
五
日
以
後
に
な
古
る
、
買
牧
契
約
に
劃
し
て
は
宮
古
河
百
円
宮
目
白

q
R
E
E宮
)
購
買
者
の
支
梯
ふ
べ
き
年

賦
金
を
三
二
ニ
分
に
引
上
「
る
こ
ご
、
し
た

ωで
あ
る
。
(
コ
頁
は
利
子
で
一
T

一
係
は
元
本
償
還
)
そ
し
て
責
主
に
劃
L

τ
は
現
金
を
支
梯
ふ
-
」
古
な
〈
三
分
利
付
の
R

公
債
を
以
て
代
金
支
抑
を
匁
す
噂
匂
吉
、

L
た。

次
に
改
正
法
は
叉
土
地
を
貰
却
す
る
地
主
に
賦
奥
せ
る
、
奨
励
金
を
も
引
下
向
、
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
即
ち
一

九

O
三
年
の
土
地
法
は
-
』
の
奨
励
金
の
額
を
千
二
百
高
砂
ご
限
定
し
た
の
だ
っ
わ
ん
か
ら
、
該
法
寅
施
後
五
ク
年
後

に
は
奨
賜
金
の
歩
合
は
嚢
の
一
割
二
分
制
よ
b
三
分
制
に
引
下
「
る
外
な
き
事
情
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

一
九

O
九
年
の
改
正
法
は
奨
励
金
の
歩
合
を
従
来
の
如
〈
一
率
ご
す
る
を
止
め
土
地
岡
田
格
の
高
低
に
従
っ

τ自
働



的
に
低
率
よ
り
高
率
に
上
ば
る
も
の
ご
定
め
、
低
き
師
団
格
を
以
て
土
地
を
提
供
す
る
地
主
に
は
多
く
の
奨
蹴
金
を

奥
へ
る
ζ

正
、
し
て
、
な
る
べ
く
安
償
提
供
を
奨
附
す
る
方
訟
を
定
め
た
。
奨
納
金
の
歩
合
は
左
表
の
通
り
で
ゐ

る
O

(

歩
合
は
地
代
が
地
槙
に
換
算
さ
晶
、
計
算
上
の
倍
数
の
低
下
す
る
に
漣
れ

τ高
〈
な
る
も
の
ご
す
る
)

官官

法

定

地

代

十
六
倍
及
其
以
上

十
五
乃
車
工
十
六
倍

十
四
乃
至
ニ
十
五
倍

二
十
吉
一
乃
至
=
十
四
倍

十
二
乃
至
一
一
十
三
倍

三
十
一
乃
至
=
十
二
倍

一
十
乃
至
一
一
十
一
倍

十
九
乃
至
一
一
十
倍

十

八

乃

至

十

九

倍

→ー

信一

J、

以

第

二

法

定

地

代

二
十
四
倍
及
其
以
上

一
+
三
乃
豆
一
一
十
四
倍

一
十
二
乃
至
二
十
三
倍

二
十
一
乃
至
二
十
二
倍

二
十
乃
至
二
十
一
倍

十

九

乃

至

二

十

倍

十

八

乃

至

十

九

借

十

七

乃

至

十

八

倍

十

六

乃

至

十

七

倍

下

寸a

倍

以

下

頁
貝
慣
怖
に
封
す
る
奨

閥
盛
山
歩
合

無'%四，、J、十
十十

四
一-、
イ
プ

寸-
A 

併
し
斯
(
奨
励
金
の
低
下
宮
れ
た
る
結
果
ご
し
て
は
、
爾
来
責
却
の
た
め
に
土
地
の
提
供
せ
ら
る
、
も
の
念
に

減
少
す
る
こ
正
、
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

話

苑

次
仁
一
九

O
九
年
の
法
律
に
於
て
改
正
を
見
た
る
頗
る
重
要
な
る
黙
は
、
若
し
も
土
地
委
員
舎
が
、

七

諸
園
町
自
作
農
創
定
事
業

一
定
の
土

第
十
九
巻

(
第
一
一
瞬

七
) 
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詑

期

(
第
一
競
一
二
人
)

λ 

第
十
九
巻

詩
圃
由
自
作
農
創
定
事
業

地
的
も
周
密
地
方
局
(
過
剰
人
口
地
方
局
)
の
管
轄
以
外
に
在
る
小
作
人
に
依
て
占
有
せ
ら
れ
ぎ
る
土
地
の
所
有
者

芭
の
間
三
塁
買
の
協
定
を
令
意
的
に
成
立
せ
し
め
能
は

5
る
場
令
に
於
て
は
、
委
員
曾
は
毛
の
所
有
者
に
劃
し
て

最
後
通
牒
を
詮
致
す
る
を
待
Z
機
能
を
賦
奥
さ
れ
た
こ
正
之
で
あ
る
。
そ
の
最
後
通
牒
は
土
地
の
債
格
を
指
定
す

J

べ
き
も
の
正
し
、
所
有
者
が
そ
の
指
定
に
従
ひ
之
を
承
諾
す
れ
ば
頁
買
は
合
意
的
に
成
立
し
た
る
も
の
ご
同
一
に

取
扱
は
れ
、
た
い
地
主
は
土
地
代
金
を
現
金
に
て
支
梯
は
れ
ん
こ
子
伊
』
請
求
す
る
を
得
る
も
の
ぜ
す
る
o

然
る
に

若
じ
地
主
が
そ
の
代
債
を
以
て
土
地
を
頁
却
す
る
を
肯
ん
守

Z
る
場
合
に
は
、
土
地
委
員
曾
は
そ
の
岡
田
椅
を
以
て

強
制
的
に
之
を
買
股
す
る
を
得
る
も
の
正
す
る
。
尤
も
地
主
は
こ
の
強
制
買
牧
に
品
到
し
て
は
号
れ
さ
同
様
に
諮
営

な
る
土
地
が
某
の
近
傍
に
於
て
自
由
契
約
に
依
b
貿
牧
し
得
ら
る
べ
き
ζ

子
伊
』
理
由
ご
す
る
抗
議
金
裁
判
委
員
曾

に
提
起
す
る
を
得
、
又
そ
の
買
牧
師
間
格
じ
つ
い
て
も
異
議
ぞ
申
立
つ
る
を
得
る
も
の
ご
せ
ら
る
、
、
。
そ

L
τ
土
地

委
員
舎
が
買
欣
地
の
僚
格
の
指
定
を
潟
す
に
際
し
て
は
、
其
地
が
所
有
者
に
劃
し
て
有
つ
金
田
恒
値
を
顧
慮
し
て
之

を
錦
す
ぺ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
が
強
制
徴
牧
せ
ら
る
、
こ
ご
白
躍
の
理
由
の
た
め
に
何
等
債
格
の
者
加
を
刷
局

す
イ
き
も
の
で
は
な
い
さ
定
め
ら
れ
た
。

改
正
法
が
こ
の
強
制
買
収
制
を
定
め
た
こ
ご
は
、
最
も
注
意
を
要
す
る
重
要
姑
ご
せ
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し

て
之
あ
る
が
潟
め
に
自
作
農
創
定
の
た
め
に
す
る
土
地
買
牧
は
、
制
度
ご
し
て
有
致
に
行
は
れ
得
4

き
道
の
閃
か

晶
、
も
の
ご
い
ふ
イ
き
で
あ
る
。
尤
も
た
い
こ
の
道
が
開
か
れ
た

rげ
で
、
他
の
方
面
特
に
財
政
方
面
に
於
て
十

Martens， ibidel1l. 8) 



分
な
る
準
備
が
な
さ
れ
な
い
で
屠
て
は
、
事
業
そ
の
も
の
、
金
積
正
し
て
大
い
に
進
捗
す
る
見
込
は
な
い
が
、
他

の
方
面
に
於
て
も
十
分
な
る
努
力
の
抑
は
る
、
限
h
、
こ
の
強
制
買
牧
の
道
の
開
か
る
、
こ
さ
は
、
事
業
を
し
て

有
致
に
進
ま
し
む
る
重
要
傑
件
た
る
を
否
む
こ

Z
が
出
家
ぬ
。

右
一
九

O
九
年
の
改
正
法
は
一
九

O
三
年
の
ク
イ
ン
グ
ム
法
を
基
礎
ご
し
て
之
れ
に
修
正
を
加
へ
た
る
も
の
に

過
ぎ
な
い
。
従
て
愛
蘭
土
に
於
げ
る
土
地
異
牧
法
規
芭
し
で
は
一
九

O
三
年
り
法
律
が
一
時
機
を
劃
し
又
最
も
展

〈
行
は
れ
た
る
も
の
Z
詞
は
ね
ば
な
ら
品
目
。
そ
し
て
去
の
致
果
は
之
を
一
入
八
五
年
の
法
律
の
如
、
き
に
比
し
遥
か

に
多
大
で
あ
っ
た
o

そ
の
然
り
し
所
以
は
ク
イ
Y

ダ
ム
法
が
技
術
的
に
よ
ほ
ど
完
備
せ
る
も
の
で
あ
b
土
地
委
員

曾
の
一
組
織
等
の
都
合
よ
〈
行
は
れ
て
居
た
・
』
ご
に
も
図
る
が
、

一
つ
に
は
又
一
入
入
一
年
以
来
永
年
の
経
験
に
よ

bJ
、
そ
の
業
務
の
基
礎
も
段
々
に
出
来
上
h
そ
の
方
法
も
巧
妙
に
な
っ
た
こ
正
に
原
因
す
る
も
の
さ
請
は
ね
ば
な

ら
泊
。
郎
ち
地
債
測
定
の
基
礎
ご
な
る
地
代
の
如
、
き
も
一
九

O
二
年
に
至
る
迄
の
間
に
愛
蘭
土
金
土
の
竿
は
院
に

ぞ
の
法
定
地
代
の
決
定
を
見
た
次
第
ピ
っ
た
か
ら
、
資
買
債
格
に
関

L
地
主
Z
の
聞
の
協
定
も
比
駿
的
容
易
に
行

は
れ
得
る
こ
吉
、
な
っ
た
の
で
ゐ
る
o

惟
ふ
に
ニ
の
地
代
の
法
定
ご
い
ふ
事
業
は
愛
蘭
土
に
於
げ
る
農
業
朕
態
改

革
事
業
に
取
っ
て
は
寅
に
重
大
至
要
の
も
の
で
あ
う
た
。
部
も
そ
の
決
定
の
行
は
れ
た
こ
己
に
け
で
も
既
に
大
い

に
小
作
問
題
り
解
決
に
貢
献
す
る
所
あ
る
に
加
へ
て
、
号
の
行
は
れ
た
る
こ
ご
に
依

τ甫
め
て
之
を
基
礎
ご
す
る

設

苑

諸
閣
の
自
作
農
創
定
事
業

第
十
九
巻

(
第
一
娘
一
一
一
九
)

九



設

苑

諸
閣
の
自
作
農
創
定
事
業

第
十
九
巻

(
第
一
腕
一
三

O
)

一三

O

地
価
恨
の
算
定
は
的
確
の
も
の
ご
な
り
、
自
作
農
創
定
事
業
に
も
大
い
に
貢
献
す
る
を
得
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
も
拘
ら
?
同
法
質
施
後
数
年
に
し
て
事
業

ω行
詰
h
を
見
た
の
は
、
会
〈
前
惑
の
如
〈
財
政
計
査
の
疎

揖
酬
に
図
る
も
の
た
る
に
外
な
ら
旧
制
。

そ
し
て
そ
の
疎
漏
は
鴬
初
の
計
査
に
不
十
分
な
駄
が
あ
っ
花
の
で
も
あ
る

が
、
主
正
し
て
は
市
場
に
於
け
る
公
債
額
格
の
下
落
ご
い
ふ
事
情
に
依
て
俄
儀
な
〈
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
卸

ち
経
済
界
の
寅
放
が
会
債
の
殺
行
債
格
を
し
て
名
義
贋
格
よ
り
大
分
低
位
に
居
ら
ま
る
を
得
F
ら
し
め
、
国
庫
基

金
の
手
取
少
き
斜
め
に
、
銑
惑
の
如
〈
牧
支
の
大
い
V

な
る
不
均
衡
を
見
、
絡
に
事
業
の
行
詰
h
を
生
じ
、
法
規
の

改
正
を
倹
儀
な
〈
ち
る
、
に
至
っ
た
次
第
で
あ
る
。
若
し
斯
か
る
事
情
古
へ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
事
業
は
今
少
し

永
〈
其
の
数
績
を
表
は
し
っ
、
行
は
れ
得
た
で
あ
ら
う
Z
思
は
る
、
。

然
し
そ
れ
で
も
同
仲
間
仁
よ
る
自
作
地
買
牧
事
業
は
相
賞
の
成
績
を
奉
げ
得
允
る
を
否
認
し
難
h
1
0

却
も
そ
の
質

施
後
九
年
間
に
於
て
間
百
五
十
高
子
!
ヵ
!
の
土
地
は
地
主
の
手
よ
ち
移
っ
て
小
作
人
の
所
有
じ
蹄
し
た
。
こ
れ

eT
一
人
七

O
年
以
後
一
九

O
一
二
年
に
至
る
三
十
二
年
間
に
斯
か
る
移
轄
の
行
は
れ
た
る
も
の
僅
か
に
二
百
五
十
高

子
1
ヵ
!
に
過
ぎ

F
る
に
比
較
し
見
る
に
於
て
そ
の
功
績
は
認
め
ら
れ
得
べ
き
で
あ
る
。


